
番号 73

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 国保・年金課

　　　経由機関での処理期間 １週間

　　　所管課での処理期間 １ヶ月３週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 ２ヶ月

判　断　基　準

審査基準及び標準処理期間整理個表

訪問看護療養費の支給

申請に基づいて、審査基準に適合した場合に支給する。

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第54条の2第1項

国民健康保険法施行規則第27条の2、健康保険法施行規則第67条に該当するもの。

【根拠法令等】
国民健康保険法
第五十四条の二 　保険者は、被保険者が指定訪問看護事業者（健康保険法第八十八条第一項 に規定する指定訪
問看護事業者をいう。以下同じ。）について指定訪問看護（同項 に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）を受け
たときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、
当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間
は、この限りでない。
２ 　前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものと
する。
３ 　被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出し
て、そのものについて受けるものとする。
４ 　訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第八十八条第四項 の規定による厚生労働大臣の
定めの例により算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合（第四
十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。）を乗じて得た額（療
養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とす
る。）を控除した額とする。
５ 　被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当
該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組
合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができ
る。
６ 　前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
７ 　第四十二条の二の規定は、第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護
に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
８ 　指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組
合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
９ 　保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項に規定する額の算定方法及
び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
１０ 　指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第九十
二条第二項 に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準（指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。）の
例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定め
る。
１１ 　指定訪問看護は、第三十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
１２ 　健康保険法第九十二条第三項 及び本法第四十五条第五項から第八項までの規定は、指定訪問看護事業者に
ついて受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規
定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



国民健康保険法施行規則
第二十七条の二　保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にあ
る者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療
養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをい
う。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

健康保険法施行規則
第六十七条　法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態
にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号に
おいて同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

 

  市   民 

 

  所 管 課 

１日 

申請 

支給 

愛媛県国民健康  

保険団体連合会 

審査依頼 

１週間 

１ヶ月３週間 

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


